
意思なき合意？ - 人工知能の時代における契約 

 

要旨： 

人工知能（AI）が既存の法的視点の数々に波紋を投じている。なかでも、私法の基本的な制度である契約

の自由に対して疑問を投げかけている。契約とは伝統的に人間の意思による領域であり、契約が成立す

るかどうか、またその契約が公正であると判断されるかどうかは、基本的に両当事者が何を望むかによ

ってのみ決まる。そのとき経済的合理性、数学的精度、公共の利益といったものは契約の指針にならな

い。ここで AIという代理人が契約締結に関与すると、パラダイムシフトが起こる可能性がある。人間と

は異なり AIという代理人はそもそも権利や義務を有する存在であり得ないため、自己の利得や利益とい

った意思に動かされることがない。また人間の意思が AIを用いた契約に反映されることもない。人間は

AI の自律性に判断を委ねているからだ。このような意思を離れた契約からは複数の実際的な問いが生じ

る。機械が有効な契約を締結できるのか？それが可能として、そこに根拠となる意思がない場合、何を基

準にこの種の契約を解釈すべきか？そして最後に、AI のエラーは契約の有効性にどのような影響を及ぼ

すのか？講演ではこれらの問いに取り組み、人工知能の時代における契約理論に貢献することを試みる。 


